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ＶＦＭ（Value For Money）に関するガイドライン改定（案） 
 
四 ＶＦＭ評価における留意事項 
４ 評価結果の公表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（解説） 
 

(1) 公共施設等の管理者等が算定したＰＳＣ及びＰＦＩ事業のＬＣＣについては、原則とし

て特定事業の選定の際に公表する。その際、ＶＦＭ評価の透明性及び客観性を確保する観

点から、ＶＦＭの評価過程や評価方法についてもあわせて公表する。 

(2) 公表については、以下の点に留意して行う必要がある。 

  ①ＰＦＩ事業は国民に対して低廉かつ良質な公共サービスを提供することを目的とす

るものであり、公共施設等の管理者等は、事業実施に当たってはその意思決定プロセ

ス等の透明性・客観性を確保し、国民（納税者）に対する説明責任を果たす必要があ

るものであること。 

  ②特定事業選定時にＶＦＭの評価過程や評価方法を、具体的な数値ととともに公表する

ことによって、民間事業者は公共施設等の管理者等が提示する要求水準をより的確に

理解することが可能となり、その結果、より公共施設等の管理者等の考え方に即した

提案を期待することができるものであること。 

  ③ＶＦＭ評価の透明性・客観性を確保することは、ＶＦＭ評価に当たっての公共施設等

の管理者等のＶＦＭを適切に評価しようという意識を高め、より適切・適正な評価が

なされることが期待されるものであること。 

(3) 上記のような観点から、下記の様式に示された事項について原則として公表することが

必要である。ただし、ＰＳＣ及びＰＦＩ事業のＬＣＣを示すことにより、その後の入札等

において正当な競争が阻害されるおそれがある場合等においては、ＰＳＣとＰＦＩ事業の

ＬＣＣの差又は比によりＶＦＭの程度のみを示すこととしても差し支えない。なお、その

場合は、事業者選定後の段階で同様式に基づき公表すべきである。 

 

 

※ＶＦＭ公表様式 
 

１．PSC と PFI‐LCC と VFM の値 

項目 値 公表しない場合はその理由 

①PSC（現在価値ベース）   

②PFI-LCC（現在価値ベース）   

③VFM（金額）   

④VFM（割合）   

 

 

資料５ 
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２．VFM 検討の前提条件 

項目 値 
算出根拠 

(公表しない場合はその理由) 

①割引率   

②物価上昇率   

③リスク調整値※１   

※１ リスク調整値とは、事業実施に際し想定されるリスクについて、それが発生したときに

公共部門が負うであろう財政負担とその発生確率の積により定量化され、ＰＳＣに算入さ

れる値をいう。ただし、現実には上記手法によるリスクの定量化には困難を伴うため、保

険料の見積もりを用いることも可能である（「四１ リスクの定量化」参照）。 
 

３．事業費などの算出方法 

項目 
ＰＳＣの 

費用の項目 
ＰＦＩ－ＬＣＣ
の費用の項目 

算出根拠 (公表しない場合はその
理由) 

①利用者収入な
どの算出方法 

   

②施設整備業務
にかかる費用
の算出方法 

   

③運営業務にか
かる費用の算
出方法※２ 

   

④維持管理業務
にかかる費用
の算出方法 

   

⑤資金調達にか
かる費用の算
出方法 

   

⑥その他の費用 
 
 

   

※２ 「運営業務」は、その趣旨がより明確となるよう、「サービス業務」または「サービス

提供業務」等の語を用いる方法もあり得る。 
 
(4) 公共施設等の管理者等は、下記の様式に従い、選定する民間事業者の事業計画に基づくＶ

ＦＭについて公表する。この際、ＶＦＭの評価方法（ＰＳＣ、ＰＦＩ事業のＬＣＣ等）を含

め公表することが適当である。 
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（公表の考え方） 
・ＰＦＩ法第８条では、公共施設等の管理者等は、特定事業の選定及び民間事業者の選定

を行うに当たっては、客観的な評価を行い、その結果を公表しなければならないとされ

ている。 

・透明性・客観性をより良く確保するためには、ＶＦＭの評価結果のみでなく、公共施設

等の管理者等が算定したＰＳＣ及びＰＦＩ事業のＬＣＣの２つの数値、現在価値への割

引率およびその設定根拠等、ＶＦＭの評価過程や評価方法も併せて特定事業の選定の際

に原則として公表することとする。 

・そもそもＰＦＩ方式で事業を実施することは、ＶＦＭを高めることが目的であり、その

ためには適切にＶＦＭを評価する必要がある。また、その過程において、ＶＦＭをより

高める工夫等の検討が行われることが期待でき、結果として、国民（納税者）の利益と

なることとなる。したがって、ＶＦＭ評価に当たっては、公共施設等の管理者等は、評

価結果やそれに至る評価過程及び評価方法を主体的に理解し、国民に対する説明責任を

果たすことが求められる。 

・ＶＦＭの源泉の主要なものの一つとして、リスクの適切な移転がある。しかし、その定

量評価は現状では必ずしも容易なものではない。上記の過程において、見出されたリス

クの移転項目を定性的な範囲で記述することも望まれる。 

・なお、どの程度まで詳細に公表すべきかは、事業規模や事業類型等によって異なるもの

であり、公共施設等の管理者等が自らの責任において判断すべきである。 

 

（ＰＳＣ及びＰＦＩ事業のＬＣＣの公表） 

・ＰＦＩ事業に関するＶＦＭの評価を行うに当たり、同一のサービス水準の下で評価する

場合のＶＦＭ評価は、ＰＳＣとＰＦＩ事業のＬＣＣの比較により行われるため、ＶＦＭ

４．選定する民間事業者の事業計画に基づく VFM  

項目 値 備考※３ 
公表しない場合に

はその理由 

①PSC（現在価値ベース）    

②PFI-LCC（現在価値ベース）    

③VFM（金額）    

④VFM（割合）    

 
※３ 備考については、ＰＳＣとの算定条件を同一にした場合は、その具体的内容を記載するこ

ととする。 
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評価の透明性及び客観性を確保するためにこれらの具体的な値を公表することが必要で

ある。 

・この際、ＰＳＣやＰＦＩ事業のＬＣＣを算定する際に用いられる現在価値への割引率や、

物価上昇率等については、ＶＦＭ評価に影響を及ぼす前提条件であるため、公共施設等

の管理者等は、これらの値及び算出根拠を併せて公表することとし、公表しない場合は

その理由を公表し、国民に対する説明責任を果たすべきである。 

 
（評価過程や評価方法の公表） 

・ＰＳＣやＰＦＩ事業のＬＣＣの算定方法については、「二 ＰＳＣの算定」や、「三 Ｐ

ＦＩ事業のＬＣＣの算定」で解説を行っているところであるが、ＶＦＭ評価の透明性及

び客観性を確保するために、具体的にどのような方法で事業費を算定したか（評価過程）、

どのようにＶＦＭを評価したか（評価方法）についても公表することが望ましい。 

・具体的な公表の内容については、上記のＶＦＭ公表様式で示した項目についてどのよう

に算出したかを示すことが望ましい。例えば、施設整備費の算出については、原則とし

て民間事業者へのヒアリング又は民間事業者からの見積りの徴収を含め様々な事情を考

慮して行うべきであるが、その判断過程については、国民に対しての説明責任を果たす

という観点から、正当な競争を阻害せず、かつ守秘義務に反しない限りにおいて、でき

るだけ具体的に記載する必要がある。 

・なお、ＰＦＩ方式で実施した場合の各費用と従来方式で実施した場合の各費用を比較し、

ＰＦＩ方式で実施した場合に一定の比率で各費用の削減がみられるものと想定する方法

による評価方法については、「三２ 算定方法」の解説にあるとおり、このような一定比

率について合理的根拠があることが必須条件であり、そうでない場合には厳にそのよう

な方法の採用は慎むべきである。合理的根拠があってこうした方法を用いる場合は、公

共施設等の管理者等は、このような一定比率の具体的数値及び当該根拠を併せて公表す

ることにより、国民に対する説明責任を果たす必要がある。 

・ＶＦＭを評価することは公共施設等の管理者等の責務であり、公共施設等の管理者等が

責任を持って主体的に行うべきである。コンサルタント等にＶＦＭ評価に係る作業を委

託することはあり得るが、その場合でも、コンサルタント等の能力を適切に活用し、そ

の作業内容等を十分に把握した上で、最終的には公共施設等の管理者等自らの責任によ

りＶＦＭを評価し、公表すべきである点に留意する必要がある。 

 

（選定事業者の決定後の事業計画に基づく VFM の評価方法） 

・前提条件の適切さを確認することや、今後の新たな案件に際しての教訓を得るために、

選定事業者の決定後に、選定事業者の提案に基づいたＶＦＭ評価を行うことが望ましい。 

・その際のＶＦＭの評価については、基本的に以下により行うこととする。 

①ＰＳＣについては、原則として特定事業選定時に使用したＰＳＣと同じ額を使用する
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ものとする。 

但し、事業者選定に至る手続きの過程において、特定事業選定の際の前提となった要求

水準書等が見直された場合には、適宜この見直し結果を踏まえ特定事業の選定時のＰＳ

Ｃを変更することが望ましい。その場合は、公表の際に、見直した趣旨や結果等を明記

することが望ましい。 

②選定事業者の事業計画に基づくＬＣＣ（以下、「選定事業者ＬＣＣ」という。）につい

ては、当該事業計画に基づき算出される公共施設等の管理者等の事業期間中の支払額を

現在価値に換算して算定するものとする。 

③現在価値に換算する際の割引率については、原則として特定事業選定時に使用したも

のと同じ率を使用するものとする。 

なお、上記以外にＰＳＣや選定事業者ＬＣＣを算定するにあたって使用する金利等の数

値や条件についても、算出結果の客観性及び透明性を確保することに留意し、事業計画

の内容となっている事項を除き、特に両者の算定条件を可能な限り同一にすることに配

慮するものとする。 
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※ＶＦＭ公表様式の記載例 
 

１．PSC と PFI‐LCC と VFM の値 

項目 値 公表しない場合はその理由 

①PSC（現在価値ベース） 8,500 百万円  

②PFI-LCC（現在価値ベース） 8,000 百万円  

③VFM（金額） 500 百万円  

④VFM（割合） 5.9％  

 

２．VFM 検討の前提条件 

項目 値 
算出根拠 

(公表しない場合はその理由) 

①割引率 2.7％ 

・長期国債（10 年物）応募者利回りの過

去 15 年間の平均値（平成 3～平成 17 年

度）は約 2.696％であり、これを参考に

2.7％に設定 

②物価上昇率 0.0％ 

・消費者物価指数対前年比の過去 10 年間

の平均値(平成 6～平成 15 年)約－

0.22％。今後上昇する可能性もあるこ

とから、0.0％に設定 

③リスク調整値 ●.●％ ・建物に関する火災保険料を調整 

 

３．事業費などの算出方法 

項目 
ＰＳＣの 

費用の項目 
ＰＦＩ－ＬＣＣ
の費用の項目 

算出根拠 (公表しない場合はその理由) 

①利用者収入な
どの算出方法 

プール利用料収

入 

駐車場料金収入 
同左 

・商圏の人口、類似施設の分布状況、水泳参

加率などを基に需要を予想 

・駐車場利用料金については、当施設の類似

施設●施設の実績値を参考に算出 

②施設整備業務
にかかる費用
の算出方法 

各種調査費用 

解体費用 

設計業務費 

工事監理業務費 

建設業務費 

開業費 

各種調査費用 

解体費用 

設計業務費 

工事監理業務費 

建設業務費 

開業費 

SPC の開業に伴う

費用 

・PSC の費用については類似施設●施設の実

績値を参考とした 

・PFI-LCC の費用については、民間事業者●

社に対してヒアリングを行いその結果を参

考とした 

③運営業務にか
かる費用の算
出方法 

受付業務費 

プール監視費 

教室開催費 

事務費 

受付業務費 

プール監視費 

教室開催費 

事務費 

・PSC の費用については類似施設●施設の実

績値を参考とした 

・PFI-LCC の費用については、民間事業者●

社に対してヒアリングを行いその結果を参

考とした 

④維持管理業務
にかかる費用
の算出方法 

維持管理費 

清掃業務費 

修繕費 

光熱水費 

 

維持管理費 

清掃業務費 

修繕費 

光熱水費 

 

・PSC の費用については類似施設●施設の実

績値を参考とした。 

・PFI-LCC の費用については、民間事業者●

社に対してヒアリングを行いその結果を参

考とした 



  

 7

・なお、修繕費については BELCA のデータな

どを参考にアドバイザーが算出した 

⑤資金調達にか
かる費用の算
出方法 

起債費用、債券利

息など資金調達

手法別の資金調

達費用 

配当、支払利息な

ど資金調達手法別

の資金調達費用 

・PSC は、事業費から補助金分を差し引いた

残りの 70％を起債、30％を一般財源とす

る。起債金利●％（●年●月の起債条件を

参考とした）返済条件は、2 年間据え置き、

（事業期間－2 年間）の返済期間で元利均

等返済 

・PFI－LCC は、資本金と劣後ローンを合わせ

て必要資金の 15％を調達することとした 

・EIRR は●％とした 

・金融機関からの資金調達条件については、

金融機関●社に対してヒアリングを行いそ

の結果を参考とした。 

⑥その他の費用 

事業者選定にか

かる公共側の費

用 

PFI 事業実施に係

る公共側の費用 

モニタリングに係

る費用 

SPC の運営費 

・PSC については、事業者選定に係る公共側

の費用を計上した 

・PFI-LCC については、PFI 事業実施に係る公

共側の費用やアドバイザー費用、SPC の運

営費などを計上した 

 

４．選定する民間事業者の事業計画に基づく VFM  

項目 値 備考 
公表しない場合

にはその理由 

①PSC（現在価値ベース） 8,400 百万円 

特定事業選定時に使用した

起債金利●%（●年●月）を

事業計画策定時に使用した

金利の決定日（●年●月）の

起債金利●%に見直して再計

算したもの。 

 

②PFI-LCC（現在価値ベース） 7,800 百万円   

③VFM（金額） 600 百万円   

④VFM（割合） 7.1％   

⑤使用した割引率 2.7％ 
特定事業選定時に使用した

割引率を使用。 

 

 

※備考については、ＰＳＣとの算出条件を同一にした場合は、その具体的内容を記載すること

とする。 
 


